
    
和光市健康づくり推進協議会設置運営要綱 

昭和５４年６月１日 
告 示 第 ６０ 号 

 
改正 平成 ５ 年 ７ 月２３日告示第 ４９ 号 
平成１２年 ７ 月２４日告示第 ７２ 号 
平成１２年１１月１０日告示第１００号 
平成１３年 ７ 月３０日告示第１１５号 
平成１６年 ４ 月１６日告示第 ４９ 号 

（設置） 
第１条 当市に、和光市健康づくり推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 
 （所掌事務） 
第２条 協議会は、市民の生活に密着した総合的健康づくり施策に関する事項について検

討及び調整する。 
 （組織） 
第３条 協議会は、委員２０人以内で組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 
 関係行政機関の職員 
 保健医療関係団体の役員 
 市民団体の役員 
 学識経験者 
 公募による市民 

３ 委員の任期は２年とする。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
４ 委員は、再任されることができる。 
 （会長） 
第４条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 
２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 
３ 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がそ

の職務を代理する。 
 （会議） 
第５条 協議会の会議は、会長が召集し議長となる。 
２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 
３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところ

による。 



 （庶務） 
第６条 協議会の庶務は、保健福祉部において処理する。 
 （雑則） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会

に諮って定める。 
   附 則 
 この要綱は、昭和５４年６月１日から施行する。 
   附 則（平成５年告示第４９号） 
この告示は、公布の日から施行する。 
   附 則（平成１２年告示第７２号） 
この告示は、公布の日から施行する。 
   附 則（平成１２年告示第１００号） 
この告示は、平成１３年８月１日から施行する。 
附 則（平成１３年告示第１１５号） 

 この告示は、平成１６年８月１日から施行する。 
   附 則（平成１６年告示第４９号） 


